
最
初
に
被
告
会
社
側

か
ら
、
経
営
陣
を
代
表

し
て
三
浦
常
務
お
よ
び

飛
鳥
第
５
労
組
・
小
石

委
員
長
が
出
廷
。
三
浦

常
務
は
、
燃
料
費
高
騰

や
経
営
環
境
の
厳
し
さ

を
理
由
に
賃
金
体
系
変

更
の
正
当
性
を
主
張
し

ま
し
た
が
、
原
告
側
弁

護
団
か
ら
、
労
働
者
の

同
意
な
き
係
数
導
入
の

違
法
性
や
算
定
根
拠
の

不
透
明
さ
に
つ
い
て
鋭

い
追
及
が
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
会
社
側
と

歩
調
を
合
わ
せ
る
労
働

組
合
の
姿
勢
に
対
し
て

も
、
労
働
者
の
権
利
を

守
る
と
い
う
労
働
組
合

本
来
の
役
割
を
逸
脱
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
の
厳
し
い
視
線
が
注

が
れ
ま
し
た
。

午
後
か
ら
は
原
告
側

と
し
て
、
飛
鳥
交
通
労

組
・
菖
蒲
委
員
長
、
飛

鳥
第
六
労
組
・
奥
田
委

員
長
、
そ
し
て
飛
鳥
第

７
労
組
・
斎
藤
副
委
員

長
が
証
言
台
に
立
ち
ま

し
た
。

３
氏
は
、
会
社
側
が

営
収
に
「
０
・
９
５
８

５
」
と
い
う
係
数
を
乗

じ
て
賃
金
を
算
定
す
る

仕
組
み
を
就
業
規
則
の

変
更
と
い
う
や
り
方
で

一
方
的
に
導
入
し
た

際
、
現
場
に
ど
れ
ほ
ど

の
困
惑
と
怒
り
が
広
が

っ
た
か
を
克
明
に
述

べ
、
特
に
、
乗
務
員
不

足
と
物
価
高
騰
が
続
く

な
か
で
、
乗
務
員
の
賃

金
・
労
働
条
件
の
た
め

と
さ
れ
た
公
定
運
賃
の

値
上
げ
に
よ
る
増
収
分

を
労
働
者
に
還
元
す
る

ど
こ
ろ
か
、
計
算
上
の

操
作
で
実
質
的
な
賃
下

げ
を
強
行
し
た
経
営
姿

勢
を
「
労
働
契
約
の
根

幹
を
揺
る
が
す
不
当
な

不
利
益
変
更
だ
」
と
厳

し
く
糾
弾
し
ま
し
た
。

続
い
て
、
東
京
地
連

を
代
表
し
て
証
言
台
に

立
っ
た
德
永
委
員
長

は
、
ノ
ー
ス
ラ
イ
ド
の

考
え
方
と
な
る
根
拠
と

し
て
の
運
賃
改
定
趣
旨

で
あ
る
「
乗
務
員
の
賃

金
・
労
働
条
件
改
善
の

た
め
」
と
す
る
国
交
省

の
通
達
と
消
費
者
委
員

会
で
の
指
針
内
容
を
説

明
し
、
裁
判
官
に
公
正

な
判
断
を
強
く
求
め
ま

し
た
。

42
席
あ
る
傍
聴
席
は

満
席
と
な
り
、
傍
聴
支

援
に
駆
け
つ
け
た
人
の

な
か
に
は
法
廷
に
入
れ

な
い
人
も
多
く
い
ま
し

た
。
判
決
は
７
月
29

日
、
13
時
10
分
開
廷
と

な
り
、
東
京
地
裁
５
１

０
号
法
廷
で
言
い
渡
さ

れ
ま
す
。

本
訴
訟
の
最
大
の
焦

点
は
、
会
社
側
が
主
張

す
る
「
賃
下
げ
に
及
ん

だ
合
理
的
な
理
由
」

が
、
労
働
基
準
法
第
24

条
の
賃
金
全
額
払
い
の

原
則
や
、
労
働
契
約
法

に
照
ら
し
て
有
効
と
言

え
る
の
か
と
い
う
こ
と

に
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
原
告
団
は

自
交
総
連
非
加
盟
の
第

７
労
組
と
合
流
し
、
総

勢
80
人
を
超
え
る
原
告

団
と
８
人
の
弁
護
団
で

た
た
か
っ
て
き
ま
し

た
。
東
京
地
連
は
、
こ

の
飛
鳥
グ
ル
ー
プ
の
闘

争
を
一
企
業
の
枠
を
超

え
た
全
タ
ク
シ
ー
労
働

者
の
生
活
と
権
利
を
守

り
、
タ
ク
シ
ー
産
業
全

体
の
「
搾
取
構
造
」
を

打
破
す
る
た
め
の
た
た

か
い
と
位
置
づ
け
て
い

ま
す
。

裁
判
は
こ
の
日
の
証

人
尋
問
を
終
え
、
結
審

・
判
決
へ
と
む
か
い
ま

す
。
東
京
地
連
は
引
き

続
き
、
全
加
盟
組
合
の

団
結
を
も
っ
て
、
飛
鳥

の
な
か
ま
の
勝
利
を
勝

ち
取
る
ま
で
一
致
団
結

し
た
支
援
を
し
て
い
き

ま
す
。
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最
新
動
画
な
ど

東
京
地
連
Ｈ
Ｐ

は
こ
ち
ら
か
ら

飛鳥グループ
賃金未払い訴訟

第
１
回
口
頭
弁
論
後
の
弁
護
団
会

議
に
て
、
争
点
を
確
か
め
る
弁
護

団(

右)

と
傍
聴
支
援
者(

下)

経緯：運賃改定に乗じた「賃下げ」

2022年の運賃改定の際、飛鳥交通グループが「営

業収入に0.9585を掛けて低く計算する(賃金のカッ

ト)」という新賃金体系を就業規則の変更という形

で、一方的に強行。これに対し、労働組合(自交総連

東京地連)が未払い賃金の支払いを求めて提訴しまし

た。

争点：不透明な「係数」の違法性
①不利益変更の根拠不足：会社側は、なぜ賃下げ

が必要なのか具体的な経営データを示せていない。
②運賃改定の趣旨違反：国が「乗務員の処遇改

善」のために認めた値上げ分を、会社がかすめ取る
形になっている。
③不当労働行為：誠実な交渉を拒否したとして、

都労委から会社側へ救済命令(謝罪文掲示など)が出
されるが会社側が拒否。

意義：業界全体の

「ピンハネ」阻止
この裁判は１社の問題

ではなく、全国の他社へ
の波及を防ぐ「タクシー
業界全体の労働条件を守
る防波堤」としての重要
な裁判となっています。


